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　自動車NOx・PM法の車種規制とは、対策地域内で、トラック・バス等（ディーゼル車、ガソリン車、ＬＰＧ車）及びディ

ーゼル乗用車に関して特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準（以下「排出基準」といいます。）に適

合する窒素酸化物及び粒子状物質の排出量がより少ない車を使っていただくための規制です。この規制は対策地域

内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車について適用されます。 

　規制の適用の有無について、次に従い、車検証と照らし合わせてみてください（p.7「車検証のどこを見ればいい

のでしょうか？」を参照）。 

1. 車種規制について 

車種規制のフローチャート 

この法律に基づく車種規制のほか、条例により地域独自の規制を行っている自治体が 
あります。（p.9に概要を記載してあります。） 

あなたの自動車は車種規制の対象となります。 
使用可能最終日については、p.6に記載されて 
いる表で分かります。 

1．自動車の登録されている地域はどこですか。 
（自動車の使用の本拠の位置がp.2に記載されている対策地域
内かどうか。） 

2．自動車の車種は何ですか。 
（自動車のナンバープレートの分類番号がp.4に記載されている

車種に該当するかどうか。） 

3．自動車は排出基準に適合していますか。 
（自動車の型式の識別記号がp.5に記載されている表に照らし

て排出基準に適合しているかどうか。） 
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　大都市地域における窒素酸化物（NOx）や浮遊粒子状物質（SPM）による大気汚染は依然とし

て厳しい状況が続いています。これらの物質については、発がん性のおそれを含む国民の健康へ

の悪影響が懸念されていることから、自動車NOx・PM法（平成13年6月改正）による規制を行なっ

ています。 

　この法律には、一定の自動車に関して、より窒素酸化物や粒子状物質の排出の少ない車を使っ

ていただくよう、「車種規制」という規制が盛り込まれています。この規制によって、大都市地域で

所有し、使用できる車が制限されています。 

　車種規制の実施には、皆様のご協力が必要です。大都市の大気汚染の改善のため、よろしくご

理解とご協力をお願いします。 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

　高濃度で呼吸器に悪い影響を与えるほ

か、酸性雨や光化学オキシダントの原因

物質になると言われています。 

浮遊粒子状物質（ＳPM） 

　大気中に長時間留まり、高濃度で肺や

気管などに沈着して呼吸器に悪い影響を

与えるほか、発がん性のおそれが指摘さ

れています。 
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